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知事メッセージ

「若者が、未来を自由に描き、実現できる社会」。

2040年の青森県のめざす姿です。本県の農林水産分野に

おいても、若者が未来に希望を持ち、全ての生産者が

真に豊かさを実感できる力強い農林水産業を実現する

ことが重要です。

これを「農林水産力」と表現しました。生産者個々の技術力や地域資源を生かした

生産・販売力、農山漁村の活力を結集し、収益力を高めていく思いを込めています。

青森新時代「農林水産力」強化パッケージは、所得増にこだわった施策を形に

したものです。生産者をはじめ、関係者と共有しやすいよう、品目・分野で整理し、

特に重点的に取り組むプロジェクトでは、目標や挑戦する内容、変革後の姿を明確

に示しました。

また、社会情勢の変化などに的確に対応するため、皆さんの意見を施策に反映

しながら、パッケージを毎年度見直ししていくこととしています。

人口減少や国際情勢の不安定化、気候変動など、農林水産業を取り巻く環境は

大きく変化していますが、一方で、世界の食料マーケットは拡大し、生産性を高める

ＤＸやスマート技術などは着実に進化を続けています。

農林水産業が持続的に発展する社会を実現するためには、こうした変化を受け入れ、

現状を変えていきたいという思いを持ち、挑戦していくことが求められています。

県民対話集会「＃あおばな」で出会った、自らの夢を堂々と語る若い生産者たち。

農林水産業に魅力を感じ、就業した若者が、新しい発想と行動力を発揮し、未来

に向けての確かな一歩を踏み出しています。

こうした次代を担う若者を育て、本県農林水産業を継承していくためには、生産者

や関係機関・団体はもとより、県民の皆さん全ての力を結集していかなければなり

ません。

「農林水産力」という新たなキーワードに込められた思いを共有し、この強化に

向けて、皆さんとともに取組を発展させていきます。

農林水産業の変革を一緒に進めていきましょう。

令和６年３月 青森県知事 宮下 宗一郎
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１ 策定の趣旨

本県の農林水産業は、地域の経済・社会を支える基幹産業であるとともに、国民に対する食料

の安定供給や、環境保全などの面で重要な役割を果たしています。

しかし、人口減少の進行による農山漁村の担い手の減少や、気候変動等による自然災害の激甚

化、国際情勢を背景とした燃油・資材価格の高騰など大きな課題に直面しています。

また、国際社会では、2030年までに持続可能な開発目標（SDGs）を達成するため、持続可

能な食料システムの構築が求められており、国でも、2021年に「みどりの食料システム戦略」を

策定し、2050年までに化学農薬の使用量低減や有機農業の取組面積の拡大を図ることなどの

目標を掲げています。

このような社会情勢の変化に対応し、「青森県基本計画『青森新時代』への架け橋」で掲げる

「農林水産業が持続的に発展する社会」を実現するため、具体的な取組をまとめた政策パッケージ

を策定するものです。

２ パッケージの性格と役割

本パッケージを「青森県基本計画『青森新時代』への架け橋」を推進する農林水産分野のアク

ションプランとして位置付けます。

本パッケージでは、品目・分野に着目し、特に重点的に取り組む内容を「プロジェクト」として

整理します。

さらに、生産者が所得向上に取り組む内容をイメージできるよう、「品目別所得向上プログラム」

を示すほか、継続的な取組も盛り込みます。

プロジェクトは、社会情勢の変化、事業のスクラップ＆ビルドに応じて、毎年度見直しをします。

３ パッケージの名称

基本計画の政策目標である「豊かさを実感できる力強い農林水産業の実現」をコンパクトに

「農林水産力」と表現しました。

また、生産者個々の技術力や、豊かな地域資源を生かした生産・販売力、農山漁村の活力を

結集して収益力を高めていく思いを込めています。

４ パッケージの期間

「青森県基本計画」に合わせ、２０２４年度（令和６年度）から２０２８年度（令和10年度）までの

５か年とします。

序章 青森新時代「農林水産力」強化パッケージの基本的な考え方
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第１章 現状と課題

Ⅰ これまでの取組の成果と検証

青森県の農林水産業は、日本一の生産量を誇るりんごやにんにくをはじめ、米や野菜、果実、

畜産物、水産物などのバランスがとれた全国有数の食料供給県であるとともに、林業は、戦後に

造林した人工林を中心に本格的な利用期を迎えており、木材の生産量が増加傾向にあります。

【農業産出額】

農業産出額は、野菜、果実、畜産が増加傾向にあり、令和３年は３，２７７億円で、全国で第７位、

東北で第１位（１８年連続）となっています。

【林業産出額】

林業産出額は、近年横ばい傾向で、令和３年は109億円、素材生産量は増加傾向で1,156千㎥

となっています。

【漁業産出額】

漁業産出額は近年減少傾向で、令和３年は447億円となっています。

資料：農林水産省「生産農業所得統計」
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▶青森新時代

5 years plan
ＮＥＷ

2



0

50

100

150

200

250

300

H30 R1 2 3 4

（億円）

水産品

農産品

林産品

285

191

232224

259
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□産地直売施設の販売額

66.8％(H29) → 65.8％(R4) 

□学校給食における県産食材使用割合

285億円(H29) → 276億円(R4)

□大手量販店との通常取引額

300億円

130億円

68.6％

＜主な輸出品目・輸出先（R4）＞
・りんご：160億円、台湾、香港、タイ
・ほたて：44億円、中国、香港、台湾
・なまこ：7億円、中国、香港
・ながいも：2億円、アメリカ、台湾、香港

資料:ジェトロ青森 「青森県の貿易 2023年発行」

１ 販売力強化

【取組実績】

県産農林水産品の輸出額は、円安に加えて、アジアを中心とした現地プロモーション等の実施に

より、りんごを中心に輸出量が伸びたことから、令和４年は過去最高の285億円となりました。

品目別では、りんごが最も多く160億円で、主な輸出先は、台湾、香港、タイとなっています。

大手量販店との通常取引額は、コロナ禍の影響があったものの「青森県フェア」の開催や関係

団体等と一体となったセールス活動などを実施した結果、堅調に推移しています。

産地直売施設の販売額は、POSレジデータの収集・分析を行うなど販売力強化に努めたことや、

コロナ禍の移動制限解除を受けて観光客が増加したことにより、令和４年度は、過去３番目に多い

125億円となりました。

学校給食における県産食材の使用割合は、利用率向上に向けて栄養教諭等を対象とした研修会

などを開催したことにより、近年は65%前後で推移しています。

【主な課題】

人口減少による国内マーケットの縮小や消費動向の変化に対応するため、今後は、これまで築いた

ネットワークを生かした販路開拓や輸出拡大のほか、ブランド価値の高い商品づくりや効果的な

情報発信により青森県産ブランドの浸透を図っていくことが必要です。また、輸出については、

国際情勢の変化に伴うリスクに備え、輸出先の分散が必要です。

(Ｒ５目標)
県産農林水産品の輸出額

(Ｒ５目標)

290億円

資料:ジェトロ青森 ※紙パルプ除く

第１章

Ⅰ これまでの取組の成果と検証
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資料：県統計分析課「令和２年度県民経済計算」

労働生産性 ＝
総生産

就業者数

生産農業所得

農業経営体数

農業産出額×所得率＋経常補助金

農業経営体数
＝

２ 生産力強化

【取組実績】

生産現場で直面する労働力不足に対応するため、省力化が図られるりんごのわい化栽培普及率

や水稲直播栽培面積は年々増加していますが、目標を下回っています。

また、土づくりを基本とした環境にやさしい農業を推進していますが、有機農業の取組面積は

伸び悩んでおり、目標を大幅に下回っています。

労働生産性とは？

労働生産性とは、一般的には総生産を就業者数で除した数値で、「就業者１人当たりが生み

出す付加価値」のことを指します。本県農業分野では、「農業経営体１戸当たりの生産農業所得」

を労働生産性の指標として位置づけています。

労働生産性を向上させるためには、下の計算式のとおり、分子の「農業産出額」と「所得率」が

重要な要素となります。

＜参考１＞労働生産性

青森県の就業者１人当たりの名目総生産をみると、令和2年度の全産業平均は713万円です

が、農林水産業では農業が増加傾向で286万円、林業が横ばいで174万円、水産業が横ばいで

319万円と低くなっています。

第１章

Ⅰ これまでの取組の成果と検証
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資料:県りんご果樹課

※所得率＝（農業粗収益（経常補助金を除く）ー物的経費）÷農業粗収益（経常補助金を除く）

※物的経費には、雇人費、地代、利子割引率を含まない。
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資料：農林水産省「2020農林業センサス」
注１：「データを取得して活用」とは、気象、市況、土壌状態、地図、栽培技術などの経営外部データを農業経営

に活用することをいう。
注２：「データを取得・記録して活用」とは、経営外部データに加え、財務、生産履歴、土壌診断情報などの経営

内部データをスマートフォン、PCなどの機器に記録して農業経営に活用することをいう。
注３：「データを取得・分析して活用」とは、上記のデータに加え、センサー、ドローン、カメラなどを用いて、

ほ場環境情報や作物の生育状況といったデータを取得し、分析して農業経営に活用することをいう。

８１％ １４％

４%

１％
全体：29,022経営体

データを活用した農業を行っている農業経営体の割合（青森県）

１９％

■データを活用した農業を
行っていない

■データを取得して活用

■データを取得・記録して活用

■データを取得・分析して活用

区分 H29 30 R1 2 3 4 ５ 累計

自動直進田植機 57 51 64 64 62 86 104 491

ロボット田植機 0 0 0 0 1 1 0 2

ロボットトラクター 0 0 3 1 4 3 0 11

自動操舵トラクター 5 12 7 30 44 101 112 320

ガイダンスモニター 11 19 30 14 5 2 1 110

食味収量コンバイン 0 0 7 14 5 8 8 42

ロボットコンバイン 0 0 0 3 2 0 1 6

ドローン 10 16 31 44 96 49 81 326

自動ほ場水管理
システム

0 5 1 57 116 380 67 626

リモコン草刈機 0 3 2 3 4 3 2 17

ロボット草刈機 0 0 0 16 21 16 53 106

自動かん水装置 2 1 6 37 6 2 1 56

計 85 107 151 283 366 651 430 2,113

２ 生産力強化

＜参考２＞データを活用した農業の現状

青森県でデータを活用した農業を行っている農業経営体は、19％にとどまっています。

また、センサーなどの活用により取得したデータを分析して農業経営に活用している経営体は

１％にとどまっています。生産性向上のためには、デジタル技術の一層の普及拡大が必要です。

ドローン

ロボットトラクター

＜参考３＞スマート農機の販売台数

県内のスマート農機の販売台数は、県の補助事業の活用などにより増加傾向で、種類別では

自動操舵トラクターや自動ほ場水管理システムが多くなっています。

※主要メーカーから聞き取り（R5.10現在） 資料：県農林水産政策課
※累計はH27～R5のため、表中の合計と一致しない。

【主な課題】

労働力不足が顕在化する中、生産性の向上を図るためには、ＤＸやスマート技術など省力化技術

の普及拡大のほか、消費者ニーズに対応した高付加価値化が必要です。

また、みどりの食料システム法が制定されるなど、農林水産業の持続的な発展に向けて、環境

への負荷の低減と生産性向上の両立が求められており、本県でも対応が必要です。

第１章

Ⅰ これまでの取組の成果と検証

（台）
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(人)

60人/年(平均) → 106人/年(R4)

□林業新規就業者数

20人/年(平均) → 10人/年(R4)

□漁業新規就業者数

423法人(H29) → 553法人(R4)

□農業法人数

600法人

67人/年

22人/年

(Ｒ５目標)

３ 人財育成

【取組実績】

新規就農者数は、平成24年度以降年間250人～300人前後で推移し、令和2年度は昭和63

年度の調査開始以来、初めて目標の300人を超えました。

農業法人数は、規模拡大を進める経営体の増加に伴い、年々増加しています。

林業新規就業者数は、令和４年度に106人となり目標を上回っていますが、漁業新規就業者数

は、年間10人程度と横ばいで目標を下回っています。

(Ｒ５目標)

【主な課題】

団塊世代のリタイアが今後も見込まれる中、引き続き新規就業者を確保・育成していくとともに、

新規就農者の割合が少ない品目については、品目ごとに参入障壁となっている課題の克服に向けた

対策や多様な人財の活用等が必要です。

＜参考＞独立自営の新規就農者

独立自営の新規就農者数は、近年、およそ100人前後で推移しています。

また、部門別では割合の大きい順に果樹、露地野菜、施設野菜となっています。

40
49 42

29
42

32
29

30
38

24

29 20
19

13
23

115

105 106

88

100

0

50

100

H30 R1 2 3 4

(人)

資料:県構造政策課

施設野菜

露地野菜

果樹

営農類型別の推移（独立自営）

40 47 70 81 93
65

99 111 109
148

121 109

190

267 258

296

263
246

277
256

292 303

265 257

0

100

200

300

H23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4

(人)

新規就農者数

資料:県構造政策課
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資料：県林政課
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伐採後の再造林の割合
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資料：県水産振興課

生産金額(右目盛)

（万ﾄﾝ） （億円）

125ha(H29) → 249ha(R4)

□藻場の整備面積

66％(H29) → 68％(R4)

□30a以上のほ場整備率

26％(平均) → 32％(R4)

□伐採後の再造林の割合

40％

209ha

69％

(Ｒ５目標)

４ 環境・生産基盤

【取組実績】

本県の人工林資源が利用期を迎える中、皆伐面積は増加傾向にある一方で、伐採跡地への再造林

割合は約３割にとどまっています。

藻場や30a以上のほ場整備は、計画的な実施により着実に進んでいます。

＜参考＞ホタテガイの生産量と生産金額

ホ タ テ ガ イ の 生 産 金 額 は ２ 年 連 続 で

100 億 円 を 超 え て い ま す が 、 令 和 ５ 年

夏 季 の 高 水 温 に よ る 今 後 の 生 産 へ の

影響が懸念されています。

【主な課題】

農業については、スマート農業に対応した基盤整備が必要です。

林業については、伐採と造林の一貫作業や低密度植栽など作業の低コスト化により再造林割合

を向上させる必要があります。

漁業については、漁船漁業の漁獲数量が減少する中、養殖業や沿岸の漁業資源増大に向けた

栽培漁業の推進を図る必要があります。

ホタテガイの生産量と生産金額

第１章
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資料：県構造政策課

288経営体(H29) → 512経営体(R4)

□地域経営体数

9,387人泊(H29) → 7,732人泊(R4)   

□農林漁家民宿宿泊者数

300経営体

10,800人泊

(Ｒ５目標)

595件(H29) → 1,118件(R4)      

□６次産業化による商品化数

1,100件

コミュニティショップしみず

むらづくり会議での話合い

５ 農山漁村振興

【取組実績】

地域経営体数は、地域全体の経済や暮らしを守っていく「地域経営」の仕組みづくりを進めた結果、

目標の300経営体を上回る512経営体に増加しています。

農林漁家民宿宿泊者数は、コロナ禍から回復傾向にありますが、目標を下回っています。

６次産業化による商品化数は、県内各地での相談活動や補助事業等の支援により、着実に増加

し、目標を上回っています。

＜参考＞地域経営体による地域貢献の取組例

１ 「コミュニティショップしみず」の開設、農福連携、農地の集積等

【農事組合法人しみず（弘前市）】

・令和４年７月、無人販売所と集会所を併せたコミュニティショップ

を開設・運営

・障がい者によるにんにくの調製や草取りなど、地域の障がい者

施設と連携し社会参画を促進

・地域の農地を集積し、遊休農地の発生を未然防止

２ むらづくり会議の開催、集落食堂の開設、農地保全

【一本松集落（十和田市）】

・集落座談会「むらづくり会議」を開催し、集落の課題解決に向け

た話合いを実施

・集落食堂「食堂一本松」を開設・運営

・令和５年度から、多面的機能支払交付金を活用し、集落で水路

や農道等を共同で管理

【主な課題】

「地域経営体」を核とした農村ＲＭＯを育成するなど、人口減少が進む中にあっても農山漁村の

集落機能を維持する仕組みづくりが必要です。

また、コロナ禍で落ち込んだ農泊需要の回復に向けて、一般旅行者の多様なニーズに対応した

受入態勢の強化が必要です。

地域経営体数
（経営体数）

第１章
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資料：総務省「国勢調査」、
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年３月推計）について」

１ 人口減少

本県の将来推計人口は、2030年時点で107万6千人(2020年比:16万2千人減少)、2040年時点

では100万人を下回る90万9千人(2020年比:32万9千人減少)となっています。

65歳以上人口（老年人口）の割合は、急速に増加し、2040年には44.4％まで増加する見込みです。

Ⅱ 本県農林水産業を取り巻く情勢

２ 就業者の高齢化

青森県の年齢階層別の労働人口は、45～54歳が22.8％と最も多く、65歳以上は17.5％

となっています。

一方、農林水産業ではいずれも65歳以上が最も多く、農業が61.0％、林業が24.0％、漁業

が39.2％と他産業と比べて高齢化が進んでいます。

また、農業では、経営者が65歳以上の経営体における後継者を確保していない割合は７割と

高くなっています。
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人口 高齢化率（65歳以上）

39.2%

24.0%

61.0%

17.5%

23.1%

19.9%

20.6%

20.9%

16.0%

20.0%

8.9%

22.8%

9.5%

16.7%

6.0%

16.1%

7.4%

11.4%

2.9%

13.5%

2.7%

4.6%

0.5%

5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

漁業就業者

林業就業者

基幹的

農業従

産業全体

年齢階層別の労働人口

65歳以上 55-64歳 45-54歳 35-44歳 25-34歳 15-24歳

基幹的
農業従事者

確保していない
69.1%

確保している
29.5%

５年以内に農業
を引き継がない
1.4%

資料：農林水産省「2020農林業センサス」

経営者が65歳以上の経営体
における後継者の確保状況
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３ 市場動向

人口減少が進むことで 、 １人

当たりの食料支出の伸びが相殺

され、食料支出総額は当面はほぼ

横ばい、長期的には縮小していく

見込みです。

１人当たりの消費形態別の食料

支出の推移をみると、内食から中食

への食の外部化が進展しており、

今後も生鮮食品から加工食品

へのシフトが加速する見込みです。

世界の食料マーケットは、人口

増加と経済発展に伴い拡大する

見込みです。
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資料：農林水産政策研究所「我が国の食料消費の将来推計（2019年版）」

食料支出総額、１人当たり食料支出の将来推計

（2015年を100とする指数）

推計値実績値
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外 食

加工食品

生鮮食品

推計値実績値

資料：農林水産政策研究所「我が国の食料消費の将来推計（2019年版）」

消費形態別の食料支出割合の将来推計（総世帯：１人当たり）
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資料：農林水産政策研究所「世界の飲食料市場規模の推計（2019年３月）」
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４ 市場流通

中央卸売市場で取引される青果物と水産物の相対取引の割合は、いずれも約９割となって

おり、量販店や飲食店等が希望する規格や価格、数量をあらかじめ決めた上での取引が主体と

なっています。

このため、市場だけではなく、これら販売先との信頼関係を構築していくことが販売拡大を図

る上で重要です。

５ 物流

農産物・食品は、物流の中でも、物流事業者の負担が多い物品で、トラックによる輸送が97％

を占めています(農水省が国交省のデータを基に推計)。

特に、生鮮食品の輸送では、

① 手荷役作業が多い

② 出荷量が直前まで決まらないことや市場等において荷降ろし時間が集中することにより、

ドライバーの待ち時間が長い

③ 大消費地から遠く、長距離輸送が多い

などの特徴があり、2024年問題において農林水産物は大きな影響を受けることが予想されます。

国では、令和５年にパレットや納品伝票、コード体系など物流に係る各項目の規格の標準化に

向けたガイドラインを策定しました。

資料：農林水産省「食品流通をめぐる情勢（令和５年８月）」
注：各種の割合は、令和２年度（金額ベース）
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※水産の相対割合は87.5%

中央卸売市場の取引構造
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輸送品類別 拘束時間の内訳

平均拘束時間
11時間25分
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資料：国土交通省「トラック輸送状況の実態調査（R2）」
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６ 為替相場（ドル・円）

為替相場は、令和４年３月上旬まで１ドル115円前後で推移していましたが、４月下旬には約

20年ぶりに１ドル131円台の円安になりました。

円安はその後も進み、令和５年には１ドル150円を超えました。

７ 物価高騰

農業資材の価格は、ロシアによるウクライナ侵攻や円安の影響等により高騰しており、肥料、

飼料及び農薬は、令和２年を境に高騰、高止まりしています。

令和２年と比較すると、令和５年の肥料及び飼料の価格は約1.5倍、農薬は約1.1倍に増加

しています。
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100.9 115.5
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資料：日本銀行「主要時系列統計データ表」

資料：農林水産省「農業物価統計調査」 ※R5は1月～９月の平均値

類別年次別価格指数の推移（令和２年＝100）
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８ 環境負荷低減の流れ

国では、持続可能な食料システムの構築に向け、2021年５月に「みどりの食料システム戦略」

を策定し、2050年までに化学農薬使用量の50％低減や化学肥料使用量の30％低減、有機農業

の取組面積の割合を25％に拡大することなどを目標に掲げています。

生産力の向上と持続性の両立という観点から、農林水産業においても環境負荷低減の取組に

ついて、必要性が高まっていますが、本県の有機農業の取組は横ばい傾向です（2021年有機農業

の取組実績※：538ha（耕地面積の0.4%））。

※有機JASの認定面積（国公表値）に環境保全型農業直接支払交付金制度の有機農業の
取組面積（県集計値）及び市町村、県が把握している面積を加えた数値

第１章
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９ 危機事象

気候変動等により、局地的豪雨が全国的に増加傾向にあります。

また、高病原性鳥インフルエンザや豚熱が全国で継続的に発生しており、家畜伝染病の発生

リスクを常に抱えています。

10 鳥獣被害

野生鳥獣による被害金額は、近年、

減少傾向で推移している一方で、ニホン

ジカや、豚熱の感染源となり得るイノシシ

の被害が増加傾向にあるため、出没件数

が増加しているツキノワグマと併せて

対策の強化が必要です。

11 漁獲数量

漁獲数量は、近年、主力魚種である

スルメイカ、サバ、サケが不漁であり、

ピーク時の1988年と比べて約15％と

大幅に減少しています。

一方で、ホタテガイ養殖業は、生産量

が安定しているものの、夏場の高水温

など海洋環境の変化等への対応が必要

です。
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漁獲数量

漁獲金額

鳥獣の種類 2017 2018 2019 2020 2021 2022

カラス 2,276 2,395 1,883 1,817 1,428 988

ツキノワグマ 2,121 500 1,745 1,078 723 496

ニホンザル 1,525 679 1,075 975 1,107 790

イノシシ 0 0 35 34 138 530

ニホンジカ 6 0 1 44 13 348

アライグマ 168 154 119 219 333 164

その他 1,722 1,921 1,468 1,614 777 1,396

全体 7,818 5,649 6,326 5,781 4,519 4,712

資料：気象庁
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(回)
１時間降水量50mm以上の年間発生回数 県内の高病原性鳥インフルエンザ発生状況

年 度 発生数 処理羽数

平成28年 ２ 2.3万羽

令和３年 １ 0.7万羽

令和４年 ５ 211万羽

合 計 ８ 214万羽

資料：県畜産課

鳥獣被害額の推移

資料：県水産振興課

海面での漁獲数量・金額の推移

資料：県食の安全・安心推進課
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本県の農林水産業は、生産にとどまらず、販売や流通をはじめ、食品加工や観光など幅広い産業

と結び付き、県内経済の振興や雇用創出の面でも、大きな役割を果たしています。

また、水田からの蒸発や作物の蒸散により、気温上昇を緩和したり、農林水産業の営みにより

農山漁村の美しい風景を形成するなど、県民の豊かな暮らしを支える役割も果たしています。
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（令和２年）

1,356 

億円

-3,953 

億円

-3,024 

億円

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

（億円）

産業別県際収支（平成27年）

第1次

第２次 第３次

資料：総務省「令和２年国勢調査」
資料：県統計分析課「平成27年青森県産業連関表」

農林水産業の生産額が100億円増加すると、運輸・郵便業や飲食料品業など他産業の生産の

誘発や農家所得の増加を含めて、約130億円の経済効果と約600人の雇用創出が期待できます。

生産額が

100億円増えると・・・

約600人の雇用創出

農林水産業の経済効果のイメージ

農業所得などの増加

他産業での生産誘発

商業 運輸・郵便

飲食料品

資料：県統計分析課「平成27年青森県産業連関表」に基づき試算

Ⅲ 青森県基本計画を実現していく上で農林水産業が果たす役割

第１章

約130億円の経済効果

▶青森新時代

5 years plan
ＮＥＷ
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青森県基本計画「青森新時代」への架け橋では、農林水産業に関する施策や取組が、政策テーマ

「しごと」を中心に、多岐に渡っています。

基本計画の政策テーマ「しごと」では、2040年に目指す姿として「農林水産業が持続的に発展

する社会」を掲げています。

このため、農林水産業が持続的に発展する社会の実現に向けた取組を①販売力強化、②生産性

向上、③人財育成、④農山漁村振興の４つの柱に整理し、政策パッケージとして策定します。

青森新時代「農林水産力」強化パッケージの概要第２章

めざす姿

政策テーマ

若者が、未来を自由に描き、実現できる社会

しごと 健 康 こども 環 境 交 流 地域社会 社会資本

基本理念 ＡＸ（Aomori Transformation） ＡＸの基盤 「挑戦」「対話」「ＤＸ」

青森県
基本計画

所得向上プログラム

生産者が実践

継続的取組

地道な取組

プロジェクト

関係者が連携した

重点的な取組

販売力強化

所得向上につながる
販売戦略の展開

生産性向上 人財育成 農山漁村振興

利益の最大化を目指す
生産性向上

次代を担う人財の
確保・育成

元気で豊かな
農山漁村づくり

品目・分野に着目
した施策体系

特徴１

プロジェクトごと
に数値目標を設定

特徴２

対話を重視した
施策形成

特徴３
青森県「農林水産力」

強化本部
（本部長：知事）

８つの部会
（部会長：課長）

生産者
関係団体
市町村

対話

進行管理・施策形成

情報共有

青森県基本計画「青森新時代」への架け橋の概要

青森新時代「農林水産力」強化パッケージの概要

農林水産業が持続的に発展する社会めざす姿

Ⅰ 概要
▶青森新時代

5 years plan
ＮＥＷ
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特徴１ 品目・分野に着目した施策体系

生産者や関係団体が理解しやすいように、品目・分野に着目して施策を分類した上で、このうち、

特に重点的に取り組むものをプロジェクトとして整理し、施策を展開します。

特徴２ プロジェクトごとに数値目標を設定

プロジェクトごとに目標や挑戦する内容を設定し、実効性を高めるため、関係者がどのように

連携していくのかを明確にするとともに、進捗状況を確認しながら、同じ目標に向かって取組を

進めます。

プロジェクトは、関係事業の改廃に合わせて毎年度見直します。

青森県
「農林水産力」
強化本部

各部会において、
生産者や関係団体
との意見交換を行
う場を設定

対話

現場からの意見
を施策に反映し、
随時見直し

生産者や関係団体
が連携して展開

実践 施策形成

特徴３ 対話を重視した施策形成

知事を本部長とする本部の下、分野ごとに部会

を設置し、生産者や関係団体と連携して施策を展開

します。

また、現場からの意見を施策に反映させるため、

各部会の企画により、生産者や関係団体のキー

パーソンとの意見交換を随時行います。

青森県「農林水産力」強化本部
（知事）

（食ブランド・流通推進課長）食ブランド・流通推進部会

林業部会

構造政策部会

農産園芸部会

果樹部会

畜産部会

水産部会

農村整備部会

（構造政策課長）

（農産園芸課長）

（りんご果樹課長）

（農産園芸課長）

（林政課長）

（畜産課長）

（水産振興課長）

（農村整備課長）

※（ ）内は本部長又は部会長

地域段階では、各地域県民局

単位で市町村や農協等を参集

した連絡会議を開催（内容は各

部会と連動）

【青森県「農林水産力」強化本部組織図】

第２章

Ⅱ 主な特徴
▶青森新時代

5 years plan
ＮＥＷ
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本パッケージは、販売力強化、生産性向上、人財育成、農山漁村振興の４つの柱に整理した、プロ

ジェクト、継続的な取組、所得向上プログラムで構成します。

１ 販売力強化 －所得向上につながる販売戦略の展開－

人口減少や高齢化による国内市場の縮小、消費構造の変化に対応するため、消費者ニーズに

寄り添った新商品開発、物流システムの効率化の推進、多様な情報ツールを活用した県産品の

情報発信の強化、小売店・飲食店等における県産品の取扱促進による地産地消の推進などにより、

所得向上につながる販売戦略を展開します。

２ 生産性向上 －利益の最大化を目指す生産性向上－

（１）農業

生産者が所得向上により豊かさを実感できる農業を実現するため、付加価値の高い高品質な

農畜産物を安定的に生産する産地体制を維持・強化するとともに、スマート技術やDXを始めと

した新たな技術の導入のほか、基盤整備等による担い手への農地の集積・集約化を加速させる

など、生産性を向上させ、利益の最大化を目指します。

また、高収益作物や輸出・加工業務用仕向けなど、多様なニーズに対応できる産地を育成する

ほか、気候変動に伴う自然災害や病害虫、家畜疾病等の防疫体制を強化します。

さらに、環境負荷を低減した農業に対応するため、堆肥等地域資源の活用や土づくりを推進

します。

（２）林業

森林が有する水資源のかん養や、県民の生命・財産を守る土砂災害の防止など多面的機能の

維持・向上を図るため、森林の集約化や低コスト再造林など森林整備を推進するほか、松くい虫・

ナラ枯れ被害の拡大防止に向けた森林病害虫対策の強化や治山施設の整備を促進するなど森林

環境の保全に取り組みます。

また、林業の生産性向上を図るため、森林クラウドシステムやドローンレーザなどスマート林業

技術等を活用した林業のデジタルシフトを進めます。

（３）漁業

漁獲量が大きく減少する中、水産資源の持続的利用と漁業者の所得向上を両立させるため、

ホタテガイやサーモン、ナマコなどの「つくり育てる漁業」を一層推進するとともに、水産資源の

早期回復に向けた「資源管理型漁業」を着実に進めます。

また、漁港整備や藻場造成などにより、漁業・養殖業の生産性向上を図り、水産業の成長産業化

を進めます。

具体的な施策第３章
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３ 人財育成 －次代を担う人財の確保・育成－

次代を担う人財を確保するため、学生などを対象とした出前講座や情報発信、地域による

サポート体制の強化などにより、本県に就業意欲のある人財を県内外から呼び込みます。

また、実践的な研修などにより、生産技術に加えて、グローバル化や社会情勢の変化に対応

できる経営体を育成します。

４ 農山漁村振興 －元気で豊かな農山漁村づくり－

人口減少と高齢化が進む中、農山漁村の賑わい創出と地域コミュニティを維持するため、地域

経営体を中心としたあおもり型農村ＲＭＯを形成するほか、農泊を切り口とした関係人口の創出

や「海業」の推進による漁村の活性化などに取り組みます。

また、多様な農業人財の活躍促進に向けて、県外人財の雇用受入体制の整備や障がい者等が

働きやすいユニバーサル農業の推進に取り組みます。

さらに、豊かな地域資源の活用促進に向けて、あらゆる世代に対応した食育活動の実践など、

食の力を生かした健康的なくらしの実現に向けた取組や、多面的機能の維持に向けた地域の

共同活動などによる農業・農村インフラ機能の確保のほか、特用林産物など森林資源等を生かした

山村の振興などに取り組みます。

第３章

具体的な施策

18



本パッケージのうち、関係者が連携して、特に重点的に取り組むプロジェクトは、全部で４２あり

ます。

プロジェクトは、数値目標を設定するほか、青森県基本計画の基本理念であるＡＸ「Aomori

Transformation」の視点から、挑戦する内容と関係者の声、変革後の姿を記載し、関係者が

役割分担を図りながら同じ方向に向かって取組を展開します。

①販売力強化 ②生産性向上 ③人財育成 ④農山漁村振興

農 業

４

17 1

7林 業 4 1

漁 業 7 1

合 計 ４ 28 3 7

合計 ４２ プロジェクト

※プロジェクトは社会情勢の変化や関連事業のスクラップ＆ビルドに応じて毎年度見直し

Ⅰ 各プロジェクトの概要

第３章

▶青森新時代

5 years plan
ＮＥＷ

【プロジェクトの特徴】

プロジェクト 世界に羽ばたく持続可能な米づくり

目 標

挑戦する内容

関係者の声

（対話）

役割分担

変革後の姿 ・多様な市場ニーズに対応可能となり、持続可能な米産地が形成

・デジタル技術の活用により精度の高い生産指導が可能

・「超・プレミアム米」「超・低コスト米」の生産・販売

・輸出を見据えた品種開発と栽培実証

・衛星ナビやデジタル技術等を活用した良食味・高品質生産

・稲作を続けていくため、所得を確保できる米づくりへの取組支援（生産者）

・高品質米の安定生産のための効果的な生産指導体制の構築が必要（農協）

・価格競争力の高い米など需要に応じた米を安定供給してほしい（取扱業者）

・生産者 ：実証ほ運営、輸出米の生産拡大

・農協・集出荷団体等：輸出の取組拡大、情報提供、現地指導

・産技センター ：多収品種開発、低コスト栽培技術確立

・県 ：進行管理、研修会開催、現地指導

関係者の声を反映

関係者の役割分担を
明確化

目標達成後の姿を
明確化

施策の柱 生産性向上

①販売力強化、②生産性向上、③人財育成、
④農山漁村振興の４本柱ごとに整理

・「超・プレミアム米」の実現 販売価格1,000円/㎏以上

・「超・低コスト米」の実現 生産コスト7,000円/60㎏未満

・「青天の霹靂」の単収 R4：522㎏/10a → R8：540㎏/10a

・玄米タンパク質含有率6.0％以下の割合 R4：79.3％ → R8：90％

・輸出用米の作付面積 R5：321ha → R10：1,000ha

具体的な取組内容

プロジェクトごとに
数値目標を設定
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【青森新時代「農林水産力」強化パッケージの各プロジェクト】

① 販 売 力 強 化 商品開発 消費者ニーズに寄り添った新商品開発プロジェクト

所得向上につながる
販売戦略の展開

４プロジェクト

販路拡大 物流革新と販路開拓・拡大プロジェクト

情報発信 あおもりブランドの確立に向けた情報発信の強化プロジェクト

地産地消 地域経済の活性化に向けた地産地消の推進プロジェクト

【農業】

② 生 産 性 向 上 水田農業
世界に羽ばたく持続可能な米づくりプロジェクト

水田フル活用による収益力強化プロジェクト

利益の最大化を目指す
生産性向上

２８プロジェクト

野菜・花き
「ながいも」で儲かる産地づくりプロジェクト

「にんにく」で儲かる産地づくりプロジェクト

施設園芸で儲かる産地づくりプロジェクト

果 樹
世界に誇る「青森りんご」の次世代への継承プロジェクト

安全・安心の「青森りんご」輸出基盤の強化プロジェクト

おうとう「ジュノハート」による産地力向上プロジェクト

畜 産

多様なニーズに対応した牛肉生産プロジェクト

次世代につなぐ酪農産地づくりプロジェクト

持続可能な畜産を支える草づくりプロジェクト

畜産を守る家畜衛生対策の推進プロジェクト

生産基盤
スマート農業にも対応した基盤整備の推進プロジェクト

農業・農村の防災・減災、強靭化プロジェクト

経営の効率化に向けた農地集積・集約化等プロジェクト

先端技術 あおもり「農業ＤＸ」の実現プロジェクト

持続可能な農業 環境負荷低減による持続可能な農業の実践拡大プロジェクト

【林業】

森林整備 緑豊かな森林づくりによるＣＯ２吸収力の強化プロジェクト

生産基盤
県土を守る森林環境の保全プロジェクト

スマート林業技術等を活用した林業のデジタルシフトプロジェクト

木材利用 県産材の安定供給と利用の確保プロジェクト

【漁業】

増 養 殖

ホタテガイ１００億円産業の恒久化プロジェクト

サーモンの一大産地化プロジェクト

ナマコ資源増大チャレンジプロジェクト

つくり育てる漁業の推進プロジェクト

漁船漁業 持続可能な漁業に向けた新たな資源管理の推進プロジェクト

水産基盤
水産業の成長産業化に向けた拠点整備プロジェクト

環境変化に適応した漁場生産力の強化プロジェクト

③ 人 財 育 成 農業人財 未来を担う人財育成プロジェクト

次代を担う人財の
確保・育成

３プロジェクト

林業人財 林業の新たな担い手確保・育成プロジェクト

漁業人財 漁業者の確保・育成プロジェクト

④ 農 山 漁 村 振 興 地域活性化
あおもり型農村ＲＭＯの実現プロジェクト

「海業」の推進による漁村の活性化プロジェクト

元気で豊かな
農山漁村づくり

７プロジェクト

多様な人財活躍
多様な農業人財の活躍促進プロジェクト

ユニバーサル農業の推進プロジェクト

地域資源
食の力を生かした健康的なくらしの実現プロジェクト

農業・農村インフラの機能の確保プロジェクト

森林資源等を生かした山村の振興プロジェクト

第３章
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１ 販売力強化 -所得向上につながる販売戦略の展開-

継続的な取組 令和６年度の主な取組

（１）商品開発

食品産業を担う人財・企業の育成
・食産業に係る相談窓口の設置
・商品力アップ研修会の開催

農商工連携や６次産業化の推進
・生産者と食品加工事業者等とのマッチング支援
・６次産業化研修会の開催

産品の特徴や個性などの価値を生かした商品づくりの推進 ・専門家のアドバイスによる県産品のブランド化を促進させる商品開発支援

（２）販路開拓・拡大

産地主導による地域産品のブランド化に向けた取組の推進 ・ブランド化に取り組んでいる地域産品のＰＲ

市町村や生産販売団体と一体となった販売促進活動の展開
・県産農林水産物の魅力を生かした消費宣伝に取り組む団体への支援
・市町村等と連携した百貨店での「青森県フェア」開催

成長が期待できる多様な販売先への販路開拓・拡大 ・首都圏の実需者等に対する提案型セールスの実施

＜参考＞輸出関係は「青森県輸出拡大戦略」に基づき実施

青森りんごの主要輸出先である東アジア市場の需要の維持・拡大

・りんごをはじめとした県産品プロモーションの実施
・企業と連携した県産品の情報発信
・輸出コーディネーターの設置及びビジネスマッチングの実施
・現地バイヤーを招請したビジネスツアーや商談会の実施
・フード台北、香港ブックフェア、香港フードエキスポへの出展
・新規輸出品目のテストマーケティングの実施

近隣の成長市場である東南アジア市場の需要の取り込み

・りんごをはじめとした県産品プロモーションの実施
・輸出コーディネーターの設置及びビジネスマッチングの実施
・県産品フェアや現地バイヤーを招請したビジネスツアーの開催
・新規輸出品目のテストマーケティングの実施

欧米市場も視野に入れたグローバルマーケットシェアの獲得

・日系スーパーでの青森県フェアの開催（米国）
・ホタテの店頭プロモーションの実施（米国）
・ホタテの輸出可能性市場調査・分析（フランス）
・伝統工芸品のビジネスマッチングの実施（フランス）

（３）情報発信

信頼される青森県産ブランドの浸透 ・県産品PR用キャッチフレーズ等の活用推進

お客様ニーズの把握とフィードバックの推進
・県産品アンテナショップの運営
・県産品アンテナショップ等におけるニーズ把握とフィードバック

多様な分野と連携した情報発信・拡散
・民間企業と連携した情報発信やフェアの開催
・「あおもり食のエリア」登録料理の情報発信・ＰＲ

消費者に対する安全･安心な食の情報発信
・食品表示、米トレーサビリティ制度の事業者に対する監視、指導等
・県産農林水産物の放射性物質モニタリング調査と結果の公表
・県産農林水産物・加工品の放射性物質検査経費の市町村等への補助

（４）地産地消

学校給食などにおける地元食材の積極的な活用の推進
・栄養教諭等を対象とした地元産品活用促進セミナーの開催
・学校給食関係者等による地元食材利用促進会議の開催
・栄養教諭等に向けた学校給食向け加工品の紹介

多様な消費需要に応える地元の「食」の活用推進
・商標「だし活」を使用した総菜等の開発
・企業と連携した「だし活＋だす活」と地産地消のＰＲ

産地直売施設の販売力強化 ・産地直売施設販売力強化研修会の開催

Ⅱ プロジェクト以外の継続的な取組
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２ 生産性向上 -利益の最大化を目指す生産性向上-

継続的な取組 令和６年度の主な取組

（１）農業の生産性向上対策

①水田農業

需要に応じた米の生産や作付転換の推進等による水田営農の確立
・補助事業による省力化機械等の導入支援
・畑地化に伴う土地改良区決済金等の支援

②野菜・花き

だいこんやごぼうなどの露地野菜における省力・低コスト化と輪作
体系の導入推進

・業務用野菜に係る省力・機械化の検討及びセミナー開催
・園芸産地における事業継続計画の作成・実践等支援
・補助事業による省力化機械等の導入支援

指定産地や特定産地等の高品質・安定生産に向けた生産力の向上 ・指定産地等の共販率向上や価格安定事業等への加入促進

③果樹

りんごの共同防除組織の多機能化の推進 ・補助事業による省力化機械等の導入支援

カットりんごなどの実需者ニーズに対応した加工用りんごの安定
供給体制の整備と加工専用園の導入推進

・加工業者と生産者のマッチング

「シャインマスカット」など優良品種への更新や施設化の推進による
高品質生産

・生産基盤や生産高度化施設の整備支援

④畜産

家畜保健衛生所の施設更新と機能強化 ・家畜保健衛生所の施設更新、庁舎の整備

県獣医師職員確保プランに基づく獣医師の確保と定着・補完 ・修学資金の給付、インターシップの開催

⑤生産基盤

優良農地の確保と農地の適正利用
・農地転用現地調査・指導、農振計画協議対応、農地法・農振法に係る情報
共有等

農業者自らがリスクに備える生産体制構築に向けた農業保険の
加入推進

・様々な機会を通じた制度周知

生産基盤の強化や災害復旧等に向けた制度資金の活用促進 ・金融機関が実行する融資への利子補給等

⑥先端技術の導入促進、試験・研究開発
産業の高度化や労働力不足等に対応するためのＤＸ推進に関する
試験・研究開発

・ＡＩ技術を用いた環境制御システムの開発

グリーン社会の実現につながる環境負荷軽減に配慮した技術に
関する試験・研究開発

・県産バイオマス資源を利活用したバイオプラスチックの開発

国内外の幅広い需要に対応した競争力の高い優良な品種や種畜に
関する試験・研究開発

・りんご産業を活性化させる青森オリジナル品種の育成
・受精卵段階でのゲノム育種価解析による早期優良牛生産技術の開発

気候変動等に対応した農林畜産物の安定生産技術に関する試験・研
究開発

・高温性病害虫の発生生態の解明と総合的病害虫管理技術の検証

⑦持続可能な農業

野生鳥獣の農作物被害防止対策の推進

・地域情報連絡会議等開催（県民局）
・鳥獣被害防止計画の更新・作成指導
・鳥獣被害対策実施隊等の体制強化
・イノシシ・シカの広域捕獲（委託）
・ICT等新技術を活用した捕獲実証（委託）

病害虫の発生予察調査に基づく適切な防除の推進 ・発生予察調査の実施及び予察情報の発行

農薬使用のリスク低減に向けた総合防除の推進と技術開発 ・総合防除の推進活動

重要病害虫の侵入・まん延防止に向けた体制強化
・侵入調査の実施
・病害虫防除体系の確立
・農薬耐性・抵抗性検定

農業者に対する農薬適正使用の普及啓発活動や消費者の理解促進 ・農薬の適正使用に係る啓発活動

ＧＡＰや農場ＨＡＣＣＰの認証取得の推進
・GAP普及指導・認証取得支援
・農場HACCP審査員の育成、農場指導

肥料の品質の確保等の推進 ・肥料の品質確保のための立入検査の実施

特別栽培、有機農業等の取組拡大による環境にやさしい農業の推進
・みどり認定、特別栽培農産物認証制度の運営
・有機農業産地づくりや有機農業への転換に対する補助
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継続的な取組 令和６年度の主な取組

（２）林業の生産性向上対策

①森林整備

カーボンクレジット制度の活用促進 ・J－クレジットの販売

適地適木による森林づくり
・森林整備に係る補助金の交付
・早生樹造林技術等の研究

森林経営管理制度等の推進 ・専門職員の設置等による市町村への支援

施業地の集約化による森林経営計画の作成促進
・森林調査及び計画の策定
・施業集約化に必要な地域活動に対する交付金の交付

需要に応じた林木育種の推進
・林業用種子の生産・配布
・スギ花粉症対策品種等の研究

植樹祭等の緑化行事を通じた普及啓発 ・緑化関係行事の開催

県民環境林管理・経営のコスト削減等による収益の確保
・県民環境林の管理・経営
・J－クレジットの販売

②生産基盤

保安林の配備及び保全管理 ・保安林の指定・解除に係る調査の実施

林地開発許可制度の適切な運用 ・林地開発許可に係る審査及び指導監督の実施

山火事や気象害等の防止対策の推進 ・山火事予防巡視活動及び普及啓発活動の実施

育林コスト低減手法の検討・普及
・早生樹造林技術等の研究
・研修会等の開催

再造林を前提とした主伐の推進 ・研修会等の開催

森林所有者自らが災害に備える森林保険への加入推進 ・様々な機会を通じた制度周知

③木材利用

広葉樹の利用促進
・木材乾燥技術の研究
・広葉樹分布調査の実施

製紙用チップの安定供給 ・林業・木材産業等振興施設の整備

木質バイオマスの地域内流通の促進
・林業・木材産業等振興施設の整備
・地域住民等が実施する森林整備活動に対する交付金の交付
・林業普及指導員による普及指導活動の実施

（３）水産業の生産性向上対策

①増養殖

さけ・ます資源の維持・増大
・試験研究機関等との調査研究
・さけ、ます種苗の買い上げ、放流

内水面漁業の振興 ・内水面での調査研究、愛魚週間の実施

漁場環境のモニタリング
・小川原湖での糸状藍藻類のモニタリング
・陸奥湾、十三湖、小川原湖での水質や底質等のモニタリング

②漁船漁業
クロマグロなど特定水産資源のほか、ホッキガイなどの資源管理を
推進

・資源管理実施状況の把握、支援

スルメイカの鮮度保持技術の開発・普及 ・活締め等の技術開発と普及

③水産基盤
海浜等の清掃活動や藻場・干潟の保全活動など、水産多面的機能
発揮対策の支援

・海浜等の清掃活動や藻場・干潟の保全活動への支援

漁業共済や積立ぷらすなどのセーフティネットへの加入促進 ・様々な機会を通じた制度周知
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３ 人財育成 -次代を担う人財の確保・育成-

継続的な取組 令和６年度の主な取組

（１）農業人財

農業人財の一層の呼込み・確保及び定着を図る国資金の活用促進 ・就農準備資金、経営開始資金等による支援

農業経営・就農サポートセンターの機能強化や機械の導入支援等に
よる「儲かる経営体」の育成

・経営相談窓口対応、研修会開催及び伴走型支援
・融資主体型補助の実施

優れた農業指導者及び若手リーダー（農業経営士、青年農業士）の
育成

・農業士ゼミナールの開催等

営農大学校におけるカリキュラムの充実
・情報通信環境の整備
・りんご高密植わい化栽培実習農場の設置

農業者の農作業安全に係る啓発、意識向上 ・春・秋の農作業安全運動の実施、研修会開催

新規就農希望者と県内移譲希望者とのマッチングによる第三者
継承の推進

・就農フェアによる就農希望者の呼び込みと継承支援

（２）林業人財

就業者の技術向上、労働安全対策の強化、労働環境の改善
・チェーンソー業務の安全衛生教育講習、安全巡回指導の実施
・緑の雇用事業の活用促進

林業事業体の経営基盤強化、雇用管理の改善
・経営者向け研修会の開催
・改善計画の指導・認定

（３）漁業人財
優れた漁業指導者及び若手リーダー（指導漁業士、青年漁業士）の
育成

・資質向上に向けた各種講習会等の開催や参加促進

漁業後継者育成研修「賓陽塾」の開講 ・漁業に関する許可制度等の講習、ロープワークなど漁業技術等の実習

（４）組織・団体の育成・強化

農協の健全かつ適切な運営体制確保の促進
・農業協同組合の巡回やトップヒアリング等による指導
・農業協同組合の業務及び会計に係る検査の実施

事業の活性化や業務執行体制の強化による森林組合の経営基盤
強化

・森林組合の巡回やトップヒアリング等による指導
・中堅職員等を対象とした研修の実施
・森林組合の業務及び会計に係る検査の実施
・森林組合等へ森林整備事業実施に係る経費の融資

漁協の健全かつ適切な運営体制確保の促進
・漁業協同組合等の業務及び会計に係る検査の実施
・検査後の実地ヒアリングによる指導

４ 農山漁村振興 -元気で豊かな農山漁村づくり-

（１）農山漁村の賑わい創出と地域コミュニティ機能の維持
産地直売施設の強化
（地域住民の食や暮らしを支えていく取組の支援）【再掲】

・産地直売施設販売力強化研修会の開催

（２）多様な農業人財の活躍促進

女性起業家の育成と経営力の向上
・女性農林漁業者の技術力・経営力向上のため、各種研修会の実施
・新規起業や既存起業活動への支援

農山漁村の活性化に取り組む女性リーダーの育成
・ＶiＣ・ウーマンの掘り起こし及び認定
・各種審議会などへの女性登用の促進
・家族経営協定締結の推進

（３）豊かな地域資源の活用促進
子供たちを対象とした体験学習等による水循環の大切さの理解・
継承

・地域住民、NPO、企業など多様な活動主体による水循環の保全活動の促進
・健全な水循環を守る次世代の育成

稲わら、間伐材、ホタテガイ貝殻、りんごせん定枝などの未利用資源
の活用促進

・耕畜連携の推進
・稲わらの有効利用・焼却防止連絡会議の開催

多様な主体の協働による農村環境の保全・再生の推進

・事業構想・計画時や施設管理の多様な主体による合意形成を推進
・多面的機能支払交付金や中山間地域等直接支払交付金の活動組織等
などによる地域活動を推進
・水路等への環境配慮施設の整備、モニタリングの実施

農村の生活基盤等の整備
・農業集落排水施設の整備を３地区で実施（新規１、継続２）
・農道の保全対策を19地区で実施（継続19）
・中山間総合整備事業を８地区で実施（継続８）

漁港区域内の海岸保全施設の整備 ・１漁港海岸で離岸堤を新設、８漁港海岸で護岸等の老朽化対策を実施

漁業集落排水施設の適時更新や施設の集約・再編・強靱化 ・５地区（新規１、継続４）で施設整備を実施
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１ 露地野菜複合（経営面積３ｈａ規模）

経営面積 320ａ現状 経営面積 336a導入後

【品目構成】
ながいも （販売用86a、種子用30a）
にんにく （販売用48a、種子用16a）
ねぎ （秋どり40a）
緑肥 （100a）

【労 働 力】
家族２人、雇用延べ７０人 （労働時間２,８６７時間）

【主な資本装備】
トラクター （100PS、70PS、40PS）、マニュアスプ
レッダー、ロータリー、ブームスプレヤー、トレンチャー、
ながいも植付機、コンベアトレンチャー、にんにく植付
機、パワーハーベスタ、ねぎ収穫機、ねぎ半自動調製
機、軽トラック、トラック 等

【品目構成】
ながいも （販売用86ａ、種子用30ａ）
にんにく （販売用60a、種子用20a）
ねぎ （夏どり20a、秋どり20a）
緑肥 （100ａ）

【労 働 力】
家族２人、雇用延べ46人 （労働時間：２,7９６時間）

【主な資本装備】
※新たに次の機械を導入 （1/2補助事業を想定）
農業用ドローン、フロントローダー、パレットフォーク、
４ 条同時引き抜きコンベア付きにんにく収穫機、
乗用管理機、ロータリーカルチ、フォークリフト

経
営
収
支

粗収益 14,596 千円

経営費 11,545 千円

所得(所得率) 3,051 千円 (20.9％)

労働時間(10ａ当たり) 3,400 時間 (106.3時間)

労
働
時
間

経
営
収
支

粗収益 18,734 千円

経営費 12,994 千円

所得(所得率) 5,740 千円 (30.6％)

労働時間(10ａ当たり) 3,074 時間 (91.5時間)

労
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間
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所得向上プログラムは、特に若手生産者が経営戦略を描くことができるように、生産者自身が所得

向上に向けて取り組むべき方向性を品目別に具体的に示したものです。

各品目で、品種構成を始め、スマート技術等も活用した収量・品質の向上を図る取組と省力化に

必要な取組などをまとめています。

Ⅲ 所得向上プログラム

第３章

▶青森新時代

5 years plan
ＮＥＷ
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● 収量・品質の向上に向けて、優良種苗を導入します。
● 労働時間の削減に向けて、スマート農業機械を活用するなど新たな技術を導入し、

最小限の雇用で高い所得を確保する経営を目指します。
● 有利販売に向けて、「ねぎ」では新たな作型を導入します。

所得が1.9倍に増加、10ａ当たり労働時間が１４％削減

収量・品質の向上対策

① 基本技術の徹底 （品目共通）
→ 緑肥を導入した土づくりを基本とした適期作業の実施［販売単収：ながいも112kg、にんにく35kg、

ねぎ132kg増 （全品目５％増）］

② 排水対策の実践 （品目共通）
→ ほ場の明きょ設置や緩傾斜化［気象災害リスクの低減と生産の安定化］

③ 優良種苗の導入 （ながいも・にんにく）
→ 優良種苗の導入と計画的な更新［販売単収：ながいも561㎏(25％)増、にんにく98㎏(９％)増］

プログラムのポイント

省力化対策

④ スマート農業機械（ドローン）の導入 （品目共通）
→ ドローンの活用による病害虫防除
[防除作業時間：ながいも0.7時間/10a (43％)減、にんにく２時間/10a （82％）減、

ねぎ0.5時間/10a (92％）減]

⑤ 基肥一発体系の導入 （ながいも・ねぎ）
→ 追肥作業を削減［追肥作業時間：ながいも６時間/10a (100％)減・ねぎ３時間/10a (100％)減］

⑥ 主要作業の機械化 （にんにく・ねぎ）
→ にんにく：収穫機の導入及び作業体系の変更［収穫作業時間：にんにく8.7時間/10a (74％)減］
→ ねぎ：ロータリーカルチによる中耕・培土［中耕・培土作業時間：ねぎ４時間/10a (27％)減］

有利販売と労力の分散

⑦ 大苗定植夏どり作型の導入 （ねぎ）
→ ７・８月出荷による有利販売［平均単価：11円/kg(3.2％)高］
→ 収穫・調製作業時間の分散

［労働時間：９･10月計496時間/40aを７･８月に248時間/20a＋９･10月に248時間/20aに分散］

第３章

Ⅲ 所得向上プログラム（露地野菜）

68



２ ミニトマト（経営面積１０ａ規模）

経営面積 １0ａ現状 経営面積 ２０a導入後

【作型構成】
夏秋長期どり作型 （６～10月収穫・10a）

【労 働 力】
家族２人、雇用０人日 （労働時間1,446時間）

【主な資本装備】
パイプハウス（100坪）×３棟、トラクター（30PS）、
ロータリー、マルチャー、マルチスプレイヤー（自走式）、
揚水ポンプ、形状選果機、軽トラック

【作型構成】
夏秋長期どり作型 （６～10月収穫・10a）

秋どり作型 （９～10月収穫・10a）

【労 働 力】
家族２人、雇用延べ４７人 （労働時間：3,282時間）

【主な資本装備】
※新たに次の施設等を導入（1/2補助事業を想定）
パイプハウス （100坪）×３棟、自動施肥かん水装置、
細霧冷房装置（＝自動薬液散布装置）

経
営
収
支

粗収益 3,438 千円

経営費 2,208 千円

所得(所得率) 1,230 千円 (35.8％)

労働時間(10ａ当たり) 1,446 時間 (1,446時間)

労
働
時
間

経
営
収
支

粗収益 12,901 千円

経営費 7,689 千円

所得(所得率) 5,212 千円 (40.4％)

労働時間(10ａ当たり) 3,282 時間 (1,641時間)

労
働
時
間

経営面積 １0ａ現状 経営面積 ２０a導入後
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第３章

Ⅲ 所得向上プログラム（ミニトマト）
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● 収量・品質の向上に向けて、高温対策を実践します。
● 増収に伴う労働時間の増加や作業競合の緩和に向けて、自動施肥かん水装置等

の省力機器の導入により、最小限の雇用で高い所得を確保する経営を目指します。
● 廃棄されてきた規格外品をジュース加工し、新たな付加価値を創出します。

所得が4.2倍に増加、新たな付加価値を563千円創出

収量・品質の向上対策

① 基本技術の徹底
→ 土づくりを基本とした適期作業の実施［販売単収：985㎏(19％)増］

② 排水対策の実践
→ ほ場の明きょ設置や排水ポンプの常備［気象災害リスクの低減と生産の安定化］

③ 高温対策の実践
→ 遮光・遮熱、ＵＶカットフィルム等の資材、細霧冷房装置の導入、通路かん水の実施

［販売単収：762㎏(15％)増］

プログラムのポイント

省力化対策

④ 自動施肥かん水装置の導入
→ かん水・施肥の自動化と精度の向上
[かん水・追肥作業時間：60.9時間/10a(99％)減、販売単収：889kg （18％）増]

⑤ 自動薬液散布装置の導入（＝細霧冷房装置）
→ 病害虫防除作業の自動化［防除作業時間：12.2時間/10a(68％)減］

有利販売

⑥ 秋どり作型（９・10月収穫）の導入
→ ９・10月出荷による有利販売［平均単価：49円/kg(７％)高］
→ ２本仕立て幼苗の利用[種苗費：成苗利用時比 196千円（20％）減]

⑦ 規格外品の加工（委託）
→ ジュース加工・販売による付加価値創出［付加価値創出額：281千円/10a増］

第３章

Ⅲ 所得向上プログラム（ミニトマト）
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３ りんご（経営面積６０ａ規模）

経営面積 ６0ａ現状 経営面積 １８０a導入後

【品種構成】
早生種 ８％

中生種 ８％

晩生種83％

【労 働 力】
家族２人、雇用延べ15人 （労働時間：1,850時間）

【主な資本装備】
スピードスプレーヤ（共同利用）、乗用草刈機、
軽トラック 等

【品種構成】
早生種 6％

中生種１１％

晩生種67％

も○も１7％

【労 働 力】
家族２人、雇用延べ43人（労働時間：3,282時間）

【主な資本装備】
※新たに次の機械を導入（1/2補助事業を想定）
高所作業台車、スピードスプレーヤ、運搬車、
フォークリフト

経
営
収
支

粗収益 3,013 千円

経営費 2,224 千円

所得(所得率) 789 千円 (26.2％)

労働時間(10ａ当たり) 1,850 時間 (308時間)

労
働
時
間

経
営
収
支

粗収益 15,293 千円

経営費 8,597 千円

所得(所得率) 6,696 千円 (43.8％)

労働時間(10ａ当たり) 3,282 時間 (182時間)

労
働
時
間

経営面積 60ａ現状 経営面積 18０a導入後

増加

普通台きおう無袋１０ａ

わい性台トキ無袋1５ａ
普通台ジョナゴールド無袋５ａ

わい性台シナノゴールド無袋20ａ
わい性台ふじ無袋50ａ
普通台王林無袋１0ａ
普通台ふじ無袋４0ａ

川中島白桃１５ａ
あかつき１５ａ

普通台つがる無袋５ａ

普通台ジョナゴールド無袋５ａ

普通台王林無袋１0ａ
普通台ふじ無袋４0ａ

第３章

Ⅲ 所得向上プログラム（りんご60a規模）
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● 収量・品質の向上に向けて、優良品種を導入するとともに、補助事業を活用して
わい化栽培への改植を進めます。

● りんご単作経営から新たにももを導入し、リスク分散を図ります。
● 労働時間の削減に向けて、摘花・摘果剤による適期管理の実施と高所作業台車や

フォークリフトを導入するなど機械作業体系を導入します。
● 農地中間管理機構などを活用して、経営面積を180ａに拡大します。

所得を8.5倍に増加、10ａ当たり労働時間を40％削減

収量・品質の向上対策

① 優良品種・品目への転換
→ 温暖化で品質管理の難しい早生種（つがる）を着色管理が省力できる黄色品種（きおう）へ改植、高温条

件下でも安定生産可能な品目（もも）を導入［早生種の販売単価が21％増加］

② 総合的な病害虫管理を実施
→ 病害虫AIアプリ等を活用し、圃場で発生している病害虫を判別、適切な防除を実施
→ スピードスプレーヤを導入し、防除作業を適期に実施することで、病害の発生を予防

［製品化率５％増加］

③ 省力樹形の導入
→ わい化栽培を導入［10ａ当たり生産量が25％増加］

プログラムのポイント

省力化対策

④ 適期管理の実施
→ マメコバチの適正管理を行った上で、摘花剤・摘果剤の積極的利用

［摘果作業時間が40％削減］

⑤ 機械作業体系の導入
→ 高所作業台車、運搬車、トラック、フォークリフトを導入［運搬・出荷作業時間が86％削減］

⑥ 品種構成の適正化
→ 品種構成を見直し、優良系統（着色系）や黄色品種を導入［労働時間の平準化］

⑦ 園地の集積・集約
→ 近隣園地を継承、計画的に経営規模拡大［経営面積の増加］

第３章

Ⅲ 所得向上プログラム（りんご60a規模）
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４ りんご（経営面積１８０ａ規模）

経営面積 １８0ａ現状 経営面積 ３００a導入後

【品種構成】
早生種 ３％

中生種２０％

晩生種６０％

も○も１7％

【労 働 力】
家族２人、雇用延べ20６人（労働時間：5,3６１時間）

【主な資本装備】
※新たに次の機械を導入（1/2補助事業を想定）
トラクター（せん定枝収集機、肥料散布機)、
高所作業台車、バックホー、ロボット草刈機

経
営
収
支

粗収益 15,293 千円

経営費 8,597 千円

所得(所得率) 6,696 千円 (43.8％)

労働時間(10ａ当たり) 3,282 時間 (182時間)

労
働
時
間

経
営
収
支

粗収益 29,206 千円

経営費 16,431 千円

所得(所得率) 12,775 千円 (43.7％)

労働時間(10ａ当たり) 5,361 時間 (179時間)

労
働
時
間

経営面積 １８0ａ現状 経営面積 ３００a導入後

増加

普通台きおう無袋10ａ

わい性台トキ無袋30ａ
わい性台秋陽無袋20ａ
半密植ジョナゴールド無袋10ａ

高密植シナノゴールド無袋10ａ
高密植ふじ無袋10ａ
わい性台シナノゴールド無袋40ａ
わい性台ふじ無袋50ａ
わい性台はるか有袋10ａ
半密植王林無袋２0ａ
半密植ふじ無袋40ａ

川中島白桃25ａ
あかつき25ａ

第３章

Ⅲ 所得向上プログラム（りんご180a規模）
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【品種構成】
早生種 6％

中生種１１％

晩生種67％

も○も１7％

【労 働 力】
家族２人、雇用延べ43人（労働時間：3,282時間）

【主な資本装備】
高所作業台車、乗用草刈機、軽トラック、
スピードスプレーヤ、運搬車、フォークリフト

普通台きおう無袋１０ａ

わい性台トキ無袋1５ａ
普通台ジョナゴールド無袋５ａ

わい性台シナノゴールド無袋20ａ
わい性台ふじ無袋50ａ
普通台王林無袋１0ａ
普通台ふじ無袋４0ａ

川中島白桃１５ａ
あかつき１５ａ
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●収量・品質の向上に向けて、優良品種を導入するとともに、補助事業を活用して
高密植栽培への改植を進めます。

●労働時間の削減に向けて、ロボット草刈機、剪定枝収集機、肥料散布機などを導入
し、経営規模の拡大に対応します。

●作業の効率化を図るため、半密植栽培を導入や園内道の設置など機械作業体系
を導入しやすいような園地に改良します。

所得を1.9倍に増加、10ａ当たり労働時間は現状維持

収量・品質の向上対策

① 優良品種への転換
→ 無袋栽培で長期貯蔵可能な品種（秋陽）、花粉量が多く低温でも発芽可能な品種（はるか）を導入［販売

単価が向上、花粉の確保］

② 人手不足への対応
→ 高密植栽培の導入、多様な人財の活用［生産量10ａ当たり60％増加］

③ 病害虫防除の徹底
→ 適期防除と耕種的防除で病害虫の圃場内密度を低減［製品化率の向上］

④ 経営の多角化
→ 直接取引に向けた販路開拓［販売単価0.7％増加］

⑤ 自然災害への対応
→ 自動かん水装置、多目的防災網を設置［自然災害を回避］

プログラムのポイント

省力化対策

⑥ 省力技術の適正利用
→ マメコバチの適正管理を行った上で、摘花剤・摘果剤の積極的利用、人手による作業時間が多い葉摘み

作業を省力化するため、ふじを対象に摘葉剤を活用［摘葉作業時間30％削減］

⑦ 機械作業体系の導入
→ ロボット草刈機、トラクターとアタッチメント（せん定枝収集機、肥料散布機）を導入

［除草作業時間が27時間削減、10ａ当たりせん定枝収集時間が46％削減、10ａ当たりの肥料散布
時間が89％削減］

⑧ 品種構成の適正化
→ 品種構成を見直し、優良系統（着色系）や黄色品種、優良品種（秋陽、はるか）を導入

［労働時間の平準化］

⑨ 園地の整備
→ 普通栽培は半密植栽培へ段階的に移行、栽植密度や通路幅を見直すなど機械作業に適した園地に改良

［作業の効率化］

第３章

Ⅲ 所得向上プログラム（りんご１８０a規模）
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青森県基本計画「青森新時代」への架け橋(農林水産関係部分を抜粋)第４章

政策テーマ１ しごと～所得向上と経済成長～

○2040年のめざす姿

＜農林水産業が持続的に発展する社会＞

農林水産業は、生産性と付加価値が向上し、国内外への販売力が強化され、国内有数の食料

供給基地として存在感を一層高めており、多くの外貨を獲得するとともに、生産者等は豊かさ

を実感し、引き続き本県の強みとして地域経済の発展に寄与しています。

（１）政策Ⅰ：豊かさを実感できる力強い農林水産業の実現

①施策１ 所得向上につながる販売戦略の展開

＜主な取組＞

・マーケットインの視点で、ブランド価値の高い産品やコンセプトの設定など、所得向上につな

がる戦略的な商品づくりに取り組みます。

・所得向上に向けて、データを活用した戦略的な販路開拓のほか、オンライン商談会やＥＣ展

開の強化など、県産品の販売拡大に取り組みます。

・店頭プロモーションや、インターネット等様々な媒体を活用した効果的な情報発信に取り組

みます。

・国内市場のニーズに応じた県産品の販路開拓や取引の維持・拡大に取り組みます。

・「Ａ！Ｐｒｅｍｉｕｍ」など実需者や消費者にメリットのある輸送サービスの活用等による更な

る販路の開拓、販売の拡大に取り組みます。

・食品産業の強化を図るため、付加価値の増大に向けて、県産食材を使用した地域の６次産業

化を推進します。

・県産品の消費拡大をより一層図るため、県民を挙げた地産地消の推進強化に取り組みます。

②施策２ 新たな時代に適応した優れた青森県産品づくり

＜主な取組＞

・関係機関等と連携して、気候変動や物価高騰等に適応し、農林水産品の高品質・安定生産に

資する技術の開発や生産現場への普及を進めます。

・水産資源の持続的利用に向けた資源管理を推進するほか、100億円産業として安定した

ホタテガイ養殖業の振興やサーモン等養殖に加え、沿岸域の環境保全の役割も担う海藻類

や磯根資源の増養殖など、「つくり育てる漁業」の推進に取り組みます。

・生産性の向上と環境負荷低減の両立に向けて、「健康な土づくり」の取組強化や環境に配慮

した生産技術の普及・定着などを図るとともに、消費者に対する環境に優しい取組の情報発

信等により生産物の付加価値の増大につなげていきます。

・地域の担い手への農地の集積・集約化、スマート農業や防災力強化などに対応した農地等の

基盤整備、安全で効率的な漁業活動や養殖業の成長産業化を支援する漁港の整備、資源増

大のための増殖場の整備など、農林水産業の持続的な発展を支える生産基盤づくりに取り

組みます。

・ＨＡＣＣＰ・ＧＡＰの推進や食品表示の適正化など、消費者から信頼される安全・安心な農林

水産物の供給システムの構築に取り組みます。
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③施策３ 農林水産業の持続的な発展を支える人財育成

＜主な取組＞

・将来の担い手となる新規就業者や多様な担い手などの確保・育成・定着に向けて、就業相談

から就業後の各段階に応じたサポート体制の強化に取り組みます。

・国内外の情勢に的確に対応できる多様な人財の育成に向けて、各種研修等を通じたスキル

アップなどに取り組みます。

・関係機関と連携し、地域の状況に合わせて、高い生産力と経営力を備えた経営体の育成・

強化を進めるほか、第三者継承など円滑な経営継承に取り組みます。

・各種研修等を通じて新規参入の促進や誰もが農林水産業で働くことができる環境づくりに

取り組みます。

（４）政策Ⅳ：産業を支えるＤＸの推進

②施策２ スマート農林水産業の推進

＜主な取組＞

・農林水産業の生産性向上を実現するため、先端技術を活用した農林水産物の生産技術及び

漁獲技術の開発等に取り組みます。

・スマート農林水産業の普及拡大に向けた人財育成に取り組みます。

・生産現場において、データを活用した生産の効率化等による経営の高度化や、スマート農業

機械等の普及による作業の省力化に取り組みます。

・農林水産物の安定供給に向けて、デジタル技術を活用した鳥獣被害防止対策の普及に取り

組みます。

政策テーマ２ 健康～健康を支える医療環境の向上と共生社会の実現～

（１）政策Ⅰ：県民一人ひとりの健康づくりの推進

①施策１ ヘルスリテラシーの向上による生活習慣の改善

＜主な取組＞

・健全な食生活を生涯にわたって実現する力を養う食育により、本県の強みである「食」の力

を生かした身体とこころの健康づくりを推進します。

（４）政策Ⅳ：高齢者や障がい者が安心して暮らす共生社会の実現

②施策２ 障がい者等の活躍促進

＜主な取組＞

・障がいや障がい者に対する県民の理解促進に取り組みます。

・農福連携を始めとした障がい者の雇用・就業の促進に取り組みます。

政策テーマ３ こども～こどもの健やかな成長～

（２）政策Ⅱ： あおもりの未来をつくるこどもたちのための学校教育改革

①施策１ 「知・徳・体」の調和の取れた「生きる力」の育成

＜主な取組＞

・食育の推進や運動習慣の定着など、こどもの健康づくりに関する取組を推進します。
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政策テーマ４ 環境～自然環境との調和とその活用～

（１）政策Ⅰ：再生可能エネルギーとの共生と環境配慮型ビジネスの推進

②施策１ 自然・地域と共生する再生可能エネルギーの活用促進

＜主な取組＞

・再生可能エネルギーの地産地消により、地域内でエネルギーや経済が好循環する仕組みづく

りを推進します。

（２）政策Ⅱ：カーボンニュートラルに向けた脱炭素社会の実現

①施策１ 温室効果ガスの排出抑制対策の推進

＜主な取組＞

・農地土壌や家畜から排出される温室効果ガスの削減に向けた取組を促進します。

②施策２ 吸収源対策の推進

＜主な取組＞

・再造林などの森林の整備、藻場や干潟の環境再生を通じた温室効果ガスの隔離・貯留に取

り組みます。

・カーボンクレジット制度を通じて、県有林等から創出したクレジットの販売収入を森林等の

整備に環流し、温室効果ガス吸収源の確保を進めます。

（３）政策Ⅲ：資源効率の高い循環型社会の実現

①施策１ 限りある資源を有効活用する３Ｒ＋の推進

＜主な取組＞

・稲わら、間伐材、ホタテガイ貝殻、りんごせん定枝などの未利用資源の活用拡大に取り組み

ます。

・事業者、NPO、教育機関など多様な主体と協働し、資源循環に向けた行動を学ぶ環境教育

の充実と環境教育の担い手の確保・育成、活動支援に取り組みます。

（４）政策Ⅳ：豊かな自然環境の継承

①施策１ 世界自然遺産白神山地や貴重な自然の保全と活用

＜主な取組＞

・ネイチャーポジティブ（自然再興）の実現に向けた生物多様性の保全・再生の推進に取り組み

ます。

②施策２ 自然と共生する里地里山の保全と活用

＜主な取組＞

・森林整備による手入れ不十分な森林の発生防止・解消や、森林の多面的機能の維持・向上、

森林資源の循環利用の推進に取り組みます。

・多様な生態系や自然と身近に触れあえる里地里山の保存と活用、緩衝帯の整備に取り組み

ます。

・市町村や近隣道県などとの広域的連携やデジタル技術の活用などにより、効果的な野生鳥

獣の保護や適正管理、狩猟・捕獲の担い手の育成に取り組みます。
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③施策３ 生活を支える健全な水循環の確保

＜主な取組＞

・地域住民や農林漁業者、事業者などとの協働により、山･川･海をつなぐ健全な水循環の

確保に向けた総合的対策に取り組みます。

・生活排水や事業活動に伴う排水の汚水処理による水質汚濁負荷の低減など、河川、湖沼、

海域、地下水などの水質保全対策に取り組みます。

・作物が良好に生育する土壌環境の整備など、農業生産活動による環境負荷の低減に取り組

みます。

・地域の多様な主体と協働し、農林水産業の生産基盤や農山漁村の生活環境などの整備を

通じた環境の保全・再生に取り組みます。

・藻場、干潟の生態系の保全、再生による水産の多面的機能の維持・向上に取り組みます。

政策テーマ５ 交流～国内外とつながる交流・物流の拡大～

（１）政策Ⅰ：国内外とつながる観光の推進

①施策１ 観光の付加価値創出・向上

＜主な取組＞

・農業、林業、畜産業、漁業の暮らしを体験する観光の定着等により、農林水産業従事者の

収入の多様化を進めます。

④施策４ 青森ファンを増やす情報発信

＜主な取組＞

・情報発信、誘客、県産品販路拡大、経済交流などを一体的に進めるトップセールスを国内外

の各地で展開します。

・本県ゆかりの方々とのネットワークを生かした、オールあおもりでの営業活動を展開します。

（２）政策Ⅱ：輸出・海外ビジネスの拡大と物流の確保

①施策３ 産業と暮らしを支える物流の最適化

＜主な取組＞

・「Ａ！Ｐｒｅｍｉｕｍ」流通サービス等、県産品の流通ルートの維持・拡大に取り組みます。

・様々な物流手段を適切に組み合わせるモーダルミックスや地域の事業者間の協同輸配送等、

物流の連携と役割分担を促進します。

・ドローンや自動運転等の導入、AIやデータを活用するスマート物流の普及など、物流のDX

を促進します。

・ラストワンマイルを支える県内物流事業者の体制強化や多様な物流サービス事業者の参入

を促進します。

（３）政策Ⅲ：国際交流の推進

②施策２ 多文化共生社会の実現

＜主な取組＞

・各産業分野における外国人の受入環境づくりを推進します。

・グローバルな視野を持ち、国内外で活躍する人財の育成に取り組みます。
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政策テーマ６ 地域社会～持続可能な地域社会の形成～

（１）政策Ⅰ：元気な地域づくり・人づくり

①施策１ 地域の強みを生かした地域づくりと人づくり

＜主な取組＞

・地域資源を生かした地域づくりの推進及び地域コミュニティ維持・活性化に取り組みます。

・地域づくりに取り組む市町村や団体等の人財育成や取組支援を図っていきます。

・中間支援組織の活用促進による地域支援体制の強化に取り組みます。

・買物弱者を含めて、多くの県民が買物を楽しめる環境づくりの支援に取り組みます。

②施策２ 持続可能な農山漁村地域の実現

＜主な取組＞

・農山漁村における「地域経営」の仕組みづくりの加速化に取り組みます。

・農山漁村の活性化を担う人財育成、食文化や伝統行事などの文化の継承に取り組みます。

・「農泊」や「海業」等の推進による地域資源を活用した農山漁村のにぎわい創出に取り組みま

す。

③施策３ 移住促進と関係人口の拡大

＜主な取組＞

・地域や地域の人々と関わりを持つ県出身者や関係人口の拡大に取り組みます。

・農林水産業へ就業を希望する人財や医療・福祉職の子育て世帯の移住促進に取り組みます。

④施策４ 女性の人財育成とエンパワーメント

＜主な取組＞

・地域社会のリーダーとして活躍する女性人財の育成に取り組みます。

・自らの意識と能力を高め主体的に活躍する女性人財の育成に取り組みます。

（２）政策Ⅱ：安心で快適な生活基盤づくり

④施策４ 消費生活と「食」の安全・安心を守る体制づくり

＜主な取組＞

・適正な食品表示及び衛生管理の推進により、食品の安全性を向上させます。

政策テーマ７ 社会資本～安全で利便性の高いインフラの整備～

（１）政策Ⅰ：安全・安心な県土づくりを推進する社会基盤の整備

①施策１ 「防災・減災、国土強靱化」の推進

＜主な取組＞

・気候変動に伴う水災害の激甚化・頻発化を踏まえ、流域のあらゆる関係者と連携し、「流域

治水」によるハード・ソフト一体となった事前防災対策を推進します。
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ある若者が描いた未来






